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重点36：廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律第23条の５の「関係行政機関への
照会等」と同等の調査権限を市町村長に
も付与すること（環境省）
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重点22：前任の教育長が辞職した場合等における補欠の教
育長の任期に係る残任期間の規定の見直し（文部科学省）
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重点17：介護職員初任者研修における通信学習 
方式の学習時間の取扱いの弾力化（厚生労働省）
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M
in

is
tr

y 
of

 L
an

d,
 In

fr
as

tr
uc

tu
re

, T
ra

ns
po

rt
 a

nd
 T

ou
ri

sm

都
市

計
画

法
に

基
づ

く市
街

化
区

域
の

設
定

を
⼟

地
利

⽤
の

実
情

等
に

即
して

柔
軟

に
設

定
可

能
とす

る
こと

（
管

理
番

号
30

）

令
和

７
年

７
⽉

８
⽇

国
⼟

交
通

省
都

市
局

51

重点35:都市計画法に基づく市街化区域の設定を土
地利用の実情等に即して柔軟に設定可能とすること
（国土交通省）



コン
パ

ク
ト・

プ
ラ

ス
・ネ

ット
ワ

ー
ク

の
ま

ち
づ

くり
の

必
要

性

○
 ⼈

⼝
減

少
・

⾼
齢

者
の

増
加

○
 拡

散
し

た
市

街
地

○
 頻

発
・

激
甚

化
す

る
⾃

然
災

害

○
⼈

⼝
減

少
に

よ
る

⽣
活

サ
ー

ビ
ス

⽔
準

の
低

下
■

 地
域
経
済
の
衰
退

■
 都
市
の
⽣
活
を
⽀
え
る
機
能
の
低
下

○
地

域
の

産
業

の
停

滞
、

⽣
産

性
の

低
下

○
⾏

政
コ

ス
ト

の
増

加
■

 厳
し
い
財
政
状
況

■
 都
市
部
で
の
甚
⼤
な
災
害
発
⽣

○
被

害
額

の
増

加
、

都
市

機
能

の
喪

失

コン
パ

ク
ト・

プ
ラ

ス
・ネ

ット
ワ

ー
ク

の
都

市
構

造
に

よ
る

持
続

可
能

な
都

市
経

営
の

実
現

が
必

要

都
市
が
抱
え
る
課
題

こ
れ
か
ら
の
ま
ち
づ
く
り

1
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○
都

市
計

画
制

度
と⽴

地
適

正
化

計
画

制
度

は
それ

ぞ
れ

が
持

つ
特

徴
が

異
な

って
お

り、
相

互
補

完
して

コン
パ

クト
・プ

ラス
・ネ

ット
ワ

ー
クの

ま
ち

づ
くり

を
実

効
的

な
も

の
に

して
い

くこ
とが

重
要

○
⽴

地
適

正
化

計
画

の
誘

導
施

策
と都

市
計

画
（

区
域

区
分

、⽤
途

地
域

）
に

基
づ

く規
制

的
⼿

法
の

整
合

性
を

考
慮

しつ
つ

、
⼀

体
的

に
取

組
を

進
め

る
こと

が
重

要

コン
パ

ク
トな

ま
ち

づ
くり

に
向

け
た

都
市

計
画

制
度

と⽴
地

適
正

化
計

画
制

度
の

役
割

2
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コン
パ

ク
ト・

プ
ラ

ス
・ネ

ット
ワ

ー
ク

の
効

果
の

例 ＜
⼀

世
帯

当
た

りの
ガ

ソ
リン

消
費

量
＞

○
都

道
府

県
庁

所
在

市
及

び
政

令
指

定
都

市
を

対
象

。
○

令
和

3年
か

ら令
和

5年
の

2⼈
以

上
の

世
帯

の
平

均
よ

り算
出

2年
国

勢
調

査
、家

計
調

査
（

家
計

収
⽀

編
）

y 
=

 -
4.

59
49

4 
x 

+
 7

32
.2

53
11

 

0
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0
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0
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0
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0

0
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80
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0
16

0

ガソリン消費量（世帯・年）

D
ID

⼈
⼝

密
度

（
⼈

/h
a）

⼈
⼝
密
度
を
維
持
・
向
上
さ
せ
る
こ
と
に
よ
る
様
々
な
効
果

10
万

⼈
以

上
＞

○
対

象
は

、令
和

2年
時

点
で

DI
D

を
有

す
る

⼈
⼝

10
万

⼈
以

上
の

都
市

（
n=

26
2）

で
あ

る
。

○
販

売
効

率
は

、⼩
売

業
の

年
間

商
品

販
売

額
を

売
場

⾯
積

で
除

して
算

出
して

い
る

。
2年

国
勢

調
査

、令
和

3年
経

済
セ

ンサ
ス

-活
動

調
査

⼈
⼝
密
度
を
維
持
す
る
こ
と
の
重
要
性

y 
=

 -
1.

09
53

9 
ln

(x
) 

+
 8

.3
29

71
 

5.
0

6.
0

7.
0

8.
0

9.
0

10
.0

11
.0

0.
0

2.
0

4.
0

6.
0

8.
0

10
.0

ln（⼀⼈当たり歳出額）

ln
（

⾏
政

区
域

⼈
⼝

密
度

）

5,
00

0

2,
00

0

1,
00

0

50
0

（
千

円
/⼈

）

10
10

0
1,

00
0

10
,0

00 （
⼈

/

4,
00

0
3,

00
0

＜
⼀

⼈
当

た
りの

歳
出

額
＞

○
⾏

政
コス

ト（
⼀

⼈
当

た
りの

歳
出

額
）

は
、市

町
村

別
決

算
状

況
調

を
も

とに
、令

和
元

年
度

か
ら令

和
3年

度
の

3年
間

の
歳

出
平

均
値

を
⼈

⼝
で

除
して

算
出

して
い

る
。

○
⾏

政
コス

ト（
⼀

⼈
当

た
りの

歳
出

額
）

及
び

⾏
政

区
域

⼈
⼝

密
度

は
、そ

れ
ぞ

れ
対

数
で

表
⽰

して
い

る
。

2年
国

勢
調

査
、令

和
元

年
度

・令
和

2年
度

・
令

和
3年

度
市

町
村

別
決

算
状

況
調

3
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区
域

区
分

制
度

の
概

要

○
無

秩
序

な
市

街
化

を
防

⽌
し、

計
画

的
な

市
街

化
を

図
る

た
め

、都
市

計
画

区
域

を
市

街
化

区
域

と市
街

化
調

整
区

域
に

区
分

○
 市

街
化

調
整

区
域

に
お

い
て

は
、原

則
的

に
開

発
を

抑
制

都
市

計
画

区
域

市
街

化
を

抑
制

す
べ

き
区

域

1）
既

に
市

街
地

を
形

成
して

い
る

区
域

2）
概

ね
10

年
以

内
に

優
先

的
か

つ
計

画
的

に
市

街
化

を図
る

べ
き区

域

市
街

化
調

整
区

域

市
街

化
区

域

4
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区
域

区
分

制
度

の
運

⽤
の

考
え

⽅

【市
街

化
区

域
の

⾯
積

を
柔

軟
に

算
定

して
い

る
例

】
・ 

将
来

世
帯

数
とそ

の
住

居
に

要
す

る
敷

地
⾯

積
よ

り、
将

来
必

要
な

住
宅

⽤
地

の
⾯

積
を

算
定

・ 
将

来
的

に
誘

致
され

る
産

業
施

設
に

よ
って

⽣
ま

れ
る

開
発

効
果

を
加

味
して

、将
来

必
要

な
市

街
地

⾯
積

を
算

定

・
区

域
区

分
に

よ
る

市
街

化
区

域
の

設
定

に
当

た
って

は
、⼈

⼝
を

最
も

重
要

な
算

定
根

拠
とす

る
⼈

⼝
フレ

ー
ム

⽅
式

を
基

本
とす

る
こと

が
引

き
続

き
有

効
・

⼀
⽅

で
、市

街
地

に
お

け
る

⼟
地

利
⽤

の
現

状
及

び
将

来
の

⾒
通

しを
総

合
的

に
勘

案
して

、都
市

的
⼟

地
利

⽤
の

適
否

を
判

断
す

る
等

の
柔

軟
な

運
⽤

も
可

能
⇒

上
記

の
考

え
⽅

を
、都

市
計

画
運

⽤
指

針
に

お
い

て
明

⽰

都
市

計
画

法
（

昭
和

43
年

法
律

第
10

0号
）

抄
（

都
市

計
画

基
準

）
第

⼗
三

条
都

市
計

画
区

域
に

つ
い

て
定

め
られ

る
都

市
計

画
（

区
域

外
都

市
施

設
に

関
す

る
も

の
を

含
む

。次
項

に
お

い
て

同
じ。

）
は

、（
中

略
）

次
に

掲
げ

る
とこ

ろ
に

従
つ

て
、⼟

地
利

⽤
、都

市
施

設
の

整
備

及
び

市
街

地
開

発
事

業
に

関
す

る
事

項
で

当
該

都
市

の
健

全
な

発
展

と秩
序

あ
る

整
備

を
図

る
た

め
必

要
な

も
の

を
、⼀

体
的

か
つ

総
合

的
に

定
め

な
け

れ
ば

な
らな

い
。

⼆
区

域
区

分
は

、当
該

都
市

の
発

展
の

動
向

、当
該

都
市

計
画

区
域

に
お

け
る

⼈
⼝

及
び

産
業

の
将

来
の

⾒
通

し等
を

勘
案

して
、産

業
活

動
の

利
便

と居
住

環
境

の
保

全
との

調
和

を
図

りつ
つ

、国
⼟

の
合

理
的

利
⽤

を
確

保
し、

効
率

的
な

公
共

投
資

を
⾏

うこ
とが

で
き

る
よ

うに
定

め
る

こと
。

都
市

計
画

運
⽤

指
針

（
平

成
12

年
建

設
省

都
市

局
⻑

通
知

）
抄

Ⅳ
-2

-1
Ⅱ

）
B.

1.
（

1）
①

市
街

化
区

域
の

設
定

は
、都

市
計

画
区

域
マ

ス
ター

プ
ラン

に
お

け
る

区
域

区
分

の
⽅

針
に

お
い

て
、⼈

⼝
を

最
も

重
要

な
市

街
地

規
模

の
算

定
根

拠
とし

つ
つ

、
これ

に
世

帯
数

や
産

業
活

動
の

将
来

の
⾒

通
しを

加
え

、市
街

地
とし

て
必

要
と⾒

込
ま

れ
る

⾯
積

（
以

下
単

に
「フ

レ
ー

ム
」と

い
う。

）
を

その
ま

ま
即

地
的

に
割

り
付

け
る

⽅
式

（
い

わ
ゆ

る
⼈

⼝
フレ

ー
ム

⽅
式

）
を

基
本

とす
べ

き
で

あ
る

。な
お

、都
市

計
画

区
域

の
うち

、農
林

業
上

その
他

の
⼟

地
利

⽤
規

制
等

に
よ

り市
街

化
す

る
こと

が
想

定
され

な
い

⼟
地

の
区

域
以

外
の

区
域

に
あ

る
⼟

地
に

つ
い

て
、都

市
計

画
区

域
の

⼈
⼝

及
び

産
業

の
将

来
の

⾒
通

し、
市

街
地

に
お

け
る

⼟
地

利
⽤

の
現

状
及

び
将

来
の

⾒
通

し等
を

総
合

的
に

勘
案

して
、都

市
的

⼟
地

利
⽤

へ
の

転
換

の
適

否
を

明
らか

に
す

る
⽅

法
が

可
能

で
あ

れ
ば

、試
⾏

的
に

検
討

して
い

くこ
とも

考
え

られ
る

。

■
都

市
計

画
法

及
び

運
⽤

指
針

に
お

け
る

位
置

づ
け

5
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提
案

に
対

す
る

回
答

○
都

市
計

画
法

に
お

け
る

区
域

区
分

に
つ

い
て

は
、無

秩
序

な
開

発
を

抑
制

して
ま

とま
りの

あ
る

良
好

な
市

街
地

を
形

成
す

る
こ

とを
基

本
的

な
⽬

的
とし

て
お

り、
効

率
的

な
都

市
基

盤
整

備
を

実
施

す
る

こと
で

地
⽅

⾃
治

体
の

財
政

を
健

全
化

させ
る

な
ど

都
市

の
持

続
性

を
⾼

め
る

こと
に

寄
与

して
い

る
。

○
区

域
区

分
の

⾯
積

の
算

定
に

当
た

って
は

、市
街

地
規

模
との

相
関

性
が

⾼
い

こと
か

ら、
⼈

⼝
を

最
も

重
要

な
算

定
根

拠
とす

る
⼈

⼝
フレ

ー
ム

⽅
式

を
基

本
とす

る
こと

が
引

き
続

き
有

効
で

あ
る

。こ
れ

は
、急

速
な

⼈
⼝

減
少

社
会

に
お

い
て

、地
域

活
⼒

の
維

持
や

市
⺠

⽣
活

の
利

便
性

向
上

を
⽬

的
に

政
府

全
体

で
推

進
して

い
る

コン
パ

クト
・プ

ラス
・ネ

ット
ワ

ー
クの

取
組

に
も

適
合

す
る

。
○

⼈
⼝

フレ
ー

ム
⽅

式
を

基
本

とし
つ

つ
も

、市
街

地
に

お
け

る
⼟

地
利

⽤
の

現
状

及
び

将
来

の
⾒

通
しを

総
合

的
に

勘
案

して
、

都
市

的
⼟

地
利

⽤
の

適
否

を
判

断
す

る
等

の
柔

軟
な

運
⽤

を
妨

げ
る

も
の

で
は

な
い

こと
とし

て
お

り、
これ

を
都

市
計

画
法

の
実

務
的

な
運

⽤
を

掲
載

す
る

運
⽤

指
針

に
お

い
て

も
明

⽰
して

い
る

。

提
案

に
対

す
る

回
答

○
都

市
計

画
法

に
基

づ
く区

域
区

分
に

お
い

て
、市

街
化

区
域

の
設

定
に

関
して

は
⼈

⼝
フレ

ー
ム

⽅
式

の
み

で
は

な
く、

市
町

村
の

⼟
地

利
⽤

の
実

情
や

⽅
針

に
即

して
柔

軟
に

設
定

で
き

る
よ

う⾒
直

しを
求

め
る

。

提
案

の
内

容

6
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